
中野セントラルパーク イベント開催ご利用の主な流れについて 

 

 

 

 

  

 

 

 

②から 1 か月以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）法令等に則り、警察、消防、保健所、中野区等の関係行政庁に必要に応じ、 

各々期限等迄に手続きを完了させて下さい。 

その他ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。 

②企画書提出 
（開催の 2.5～3 か月前迄） 

①  お問合せ 

③建物管理者にて審査 
承認結果の通知 

④現地の下見 

お問合せ頂く際、以下をご教示ください。 

・制作・運営責任者（企業・団体） 

・開催希望日時 

・イベント概要（コンテンツ詳細、音出し、車両乗

り入れの有無等） 

企画書には以下の内容を記載してください 

・イベント等の名称  

・主催者等の情報（主催/主管/協賛/後援/ 

協力等）  

・開催希望日程  

・目的  

・イベントの概要（内容、動員目標、想定会場レイ

アウト、想定タイムスケジュール） 

・制作・運営責任者（企業・団体）  

・制作・広告広報スケジュール 

※提出期限はイベントの趣旨・規模等により応相談 

会場設備・容量・搬出入動線等について催事等監理

者より説明を受けてください。 

貸出し備品の数量をご教示ください。 

⑤利用料確定・御見積発行 
（開催の 1.5～1 か月前迄） 

施設利用料のみ両者合意の元確定致します 

※その他備品利用料や警備費等発生の場合別途請

求させて頂きます。 

⑥事前打ち合わせ及び 
運営マニュアルの提出 
（開催の 1 か月前迄） 

⑦運営マニュアル最終稿の
提出及び申請書の提出 
（開催の 2 週間前迄） 

運営情報詳細、および施設より指定の申請書

をご提出ください 

併せて、関係行政庁の許可証（写し）を提出くださ

い（注 1） ⑧イベント実施 

⑨御請求 

翌月 15 日までにご請求書送付、翌月末日ま

でにお支払い 


